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25年

26年
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(訂

 

25年

26年

27年

 

 

  位 

     

     

           

           

           

平成26年５月1

事項がありま

た、数値デー

訂正箇所】 

マリー情報 

配当の状況 

訂正前) 

 

年３期 

年３期 

年３期(予想) 

訂正後) 

 

年３期 

年３期 

年３期(予想) 

     

     

           

           

           

平成

15日に発表い

ましたので、

ータにも訂正

第１四半期末 

円 銭 

― ― 

― ― 

― ― 

第１四半期末 

円 銭 

― ― 

― ― 

― ― 

      

      

           

           

           

成26年３月期

いたしました

下記のとお

正がありました

第２四半期末

円 銭

0 00

0 00

0 00

第２四半期末

円 銭

0 00

0 00

0 00

     

     

        

       

       

(訂正

期決算短信

「平成26年３

りお知らせい

たので訂正後

年間配当金

末 第３四半期

銭 円

0 ―

0 ―

0 ―

年間配当金

末 第３四半期

銭 円

0 ―

0 ―

0 ―

    

    

       

    

    

正・数値デー

〔日本基準〕

 

３月期 決算短

いたします。

後の数値デー

記 

金 

期末 期末

銭 円

― 13

― ７

― ７

金 

期末 期末

銭 円

― 13

― ７

― ７

会 社 名

代表者名

（コード番

問合せ先

電   話

ータ訂正) 

(非連結)の

短信〔日本基

 

タも送信いた

合計

銭 円

3 00 1

 00

 00

合計

銭 円

3 00 1

 00

 00

ホリイフー

代表取締役社

番号 3077） 

取締役経営管

（029）233

の一部訂正に

基準〕(非連結

たします。 

配当金

(合計 

円 銭 百

13 00

７ 00

７ 00

配当金

(合計 

円 銭 百

13 00

７ 00

７ 00

平

ドサービス株

社長 飯田 

管理本部長 

3－5825 

について 

結)」の記載内

金総額 

合計) 
配当

百万円 

36 

36 

 

金総額 

合計) 
配当

百万円 

36 

39 

 

平成 26 年５月

株式会社 

益弘 

根本 輝昌

内容の一部に訂

当性向 
純

配

％

12.2

32.8

15.6

当性向 
純

配

％

12.2

32.8

15.6

月 21 日 

 

訂正す

純資産 

配当率 

％

1.2

1.3

純資産 

配当率 

％

1.2

1.3
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(損益計算書関係) 

※５.店舗閉鎖損失引当金繰入額 

 (訂正前) 

場所 用途 種類 

店舗閉鎖損失 

引当金繰入額 

(千円) 

閉鎖日 

または 

閉鎖予定日 

忍家高崎店 

(群馬県高崎市) 
店舗 閉鎖後家賃  1,373 平成25年４月30日 

忍家新小岩店 

(東京都葛飾区) 
店舗 閉鎖後家賃 2,777 平成26年５月31日 

忍家西葛西店 

(東京都江戸川区) 
店舗 閉鎖後家賃 550 平成25年12月31日 

味斗つくば梅園店 

(茨城県つくば市) 
店舗 閉鎖後家賃 1,273 平成26年１月31日 

合計 5,973  

 

(訂正後) 

場所 用途 種類 

店舗閉鎖損失 

引当金繰入額 

(千円) 

閉鎖日 

または 

閉鎖予定日 

忍家高崎店 

(群馬県高崎市) 
店舗 閉鎖後家賃  1,373 平成26年４月30日 

忍家新小岩店 

(東京都葛飾区) 
店舗 閉鎖後家賃 2,777 平成26年５月31日 

忍家西葛西店 

(東京都江戸川区) 
店舗 閉鎖後家賃 550 平成25年12月31日 

味斗つくば梅園店 

(茨城県つくば市) 
店舗 閉鎖後家賃 1,273 平成26年１月31日 

合計 5,973  
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(税効果会計関係) 

(訂正前) 

３. 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後 

に開始する事業年度より復興法人特別税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及

び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差

異について、前事業年度の37.8％から35.4％に変更されております。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は、6,547千円減少し、法人税等

調整額は6,547千円減少しております。 



 

(訂正後) 

３. 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後 

に開始する事業年度より復興法人特別税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及

び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差

異について、前事業年度の37.8％から35.4％に変更されております。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は、6,547千円減少し、法人税等

調整額は6,547千円増加しております。 

 

以  上 


